
福島県・市町村・国民健康保険組合
福島県国民健康保険団体連合会・全国健康保険協会 福島支部

事業所が就職される方の健康保険の資格取得手続きを行います。

※今までの保険証は、退職後速やかに事業所へ返却してください。

就職される方が国民健康保険からの脱退手続きを行います。

事業所が退職される方の健康保険の資格喪失手続きを行います。

※詳しくは、保険証の発行元、またはお勤めの事業所にお問い合わせくだ
　さい。

退職される方が国民健康保険への加入手続きを行います。



資格喪失年月日（和暦）

生年月日（和暦）

生年月日（和暦） 被扶養者として認定または認
定を抹消された年月日（和暦）

記 号・番 号・枝 番
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